
広報よもぎた

令
和
６
年
11
月
発
行
　
編
集
発
行
　
蓬
田
村
総
務
課
　
企
画
財
政
班
　
TEL 0174-27-2111　

FAX 0174-27-3255
〒
030-1211　

青
森
県
東
津
軽
郡
蓬
田
村
大
字
蓬
田
字
汐
越
1
番
地
3　
　
蓬
田
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
https://w

w
w
.vill.yom

ogita.lg.jp

　目　次

○村の出来事　・・・・・・・・・１
○お知らせ　その１・・・・・・・２
○蓬田村の財政状況　・・・・・・４
○総合カレンダー　・・・・・・・５
○こんにちは！保健師です　・・・７
○お知らせ　その２・・・・・・・９

蓬
   田

広
　
報

Yomogita
  village

  2024  No.619

11
１１

広
報
　よ
も
ぎ
た
　
2024　

N
ov　

№
619

弾ける籾に実りの秋を実感
　10月 11日（金）蓬田小学校において、５年生が自分たちで刈り取り、収
穫した稲穂を昔ながらの足踏み式脱穀機を使用して脱穀作業に挑戦しまし
た。勢いよく籾が弾ける度に子どもたちの歓声が上がっていました。

情報支援ボランティア募集中情報支援ボランティア募集中

２０２６年に青森県で開催する国スポ・障スポにおいて手話や筆談で
聴覚障がい者へ情報支援を行うボランティアを募集しています！

話題の本、読みませんか？ ふるさと総合センターの新刊図書を紹介します。

○世界のすべて　        　　　　　　　　　　　　　　畑野智美　著
○新しい恋愛            　　　　　　　　　　　　　　　高瀬隼子　著
○穢れた聖地巡礼について　     　　　　　　　　　　　   背筋    著
○呪いを、科学する　        　　　　　　　　　　　　中川朝子　著
○東大ファッション論集中講義        　　　　　　　　平芳裕子　著
○しばらくあかちゃんになりますので 　   　ヨシタケシンスケ　著
○今すぐ使えるかんたん　ぜったいデキます !　メルカリ超入門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    桑名由美　著
○ほんのひと手間で劇的に変わる　スマホ写真の撮り方
※この他にも取り揃えています。　　　　　　　　    吉住志穂　著

▶問い合わせ　教育課　☎ 31‐3111

青森県東青地域移住フェアを開催！
■日時　11月 15日（金）
　　　　午後６時 00分～午後８時 00分
■場所　東京交通会館　８階
　　　　（東京都千代田区有楽町２-10- １）
■対象　東青地域への移住に興味のある方
▶問い合わせ　青森市役所　連携推進課
　　　　　　　☎ 017-752-8751

青色申告１年目から加入可能に
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　村の出来事　お知らせ　その１

蓬田小学校５年生による稲刈り体験

　蓬田小学校５年生が「ぼくらの学校田」で稲刈りをし
ました。５月 22日（水）に田植えをしてから約４ヶ月ほ
ど経過し、子どもたちは、９月中旬とは思えない残暑の中、
鎌を使って手作業で稲を刈り取り、収穫の喜びを味わい
ました。その後、刈り取った稲穂は干して自然乾燥させ、
本誌表紙にあるとおり脱穀作業をしました。

秋の実りを自ら刈り取る９
　13／

▲鎌で丁寧に一生懸命刈り取りしました

令和６年度蓬田村敬老会

　令和６年度蓬田村敬老会がトレーニングセンターで開
催されました。今年度の顕彰者は 95 歳長寿者４名、90
歳長寿者 22名、88歳長寿者 25名、77歳長寿者 51名、
婚姻 60 年健在夫婦 11 組、婚姻 50 年健在夫婦 17 組、
88歳到達者夫婦（青森県知事表彰）１組でした。式典後
はアトラクションが行われ、出席者は蓬田保育園児によ
るお遊戯や舞踊、久々に復活したカラオケ等を楽しみま
した。

長寿に敬意を表して９
　20／

１　95 歳の長寿者顕彰を受けた小鹿いくさん
　　（長科）
２　90 歳の長寿者顕彰を受けた武井昭子さん
　　（蓬田）
３　婚姻 60 年健在夫婦顕彰を受けた
　　坂本昭榮・久保さん夫婦（長科）
４　婚姻 50 年健在夫婦顕彰を受けた
　　山舘啓悦・洋子さん夫婦（瀬辺地）
５　角山鈴子さんらによる舞踊
６　吉田治徳さんによるカラオケ歌唱
７　蓬田保育園児によるお遊戯

２１

５

３ ４

６

７
※組み写真方向

　自治会と子ども会が合同で秋の廃品回収を行いました。
回収は早朝からスタートし、参加者は肌寒い中、各家の
前に出された古新聞や雑誌、段ボール等を集めて回りま
した。回収した古新聞などは、ふるさと総合センター前
の駐車場に集積し、再資源化するため回収業者の車に乗
せ替えられました。

▲たくさんの資源が回収されました

10
　 ６／ 自治会・子ども会合同廃品回収

限りある資源の有効活用へ

　　消防車や救急車の出動を指令する消防本部指令管制室を大公開！ １１９番通報の体験ができます！！
あおしょうくん

消防本部指令管制室を公開します！

日時　　１１月９日（土）、１０日（日）
　　　　午前の部　１０時００分から１１時００分
　　　　午後の部　１時３０分から２時３０分
　　　　各部　先着２０名程度
場所　　青森消防合同庁舎３階　（青森市長島２丁目１- １）
備考　　駐車場はありません。付近の有料駐車場をご利用ください。

▶問い合わせ　
　消防本部通信指令課　☎ 017-775-0851
　消防車消しゴム等のプレゼントもあります。

新型コロナウイルスワクチン定期接種について
▼問い合わせ　役場　健康福祉課　☎ 27-2113（内線 403）

対象者

・満 65歳以上の方（予診票を郵送しております。）
・満 60歳以上 65歳未満で、内部障がいをお持ちの方
※ワクチン接種は強制ではありません。
※ワクチンの効果と副反応のリスクの双方について理解し、ご本人の意思に基づいて接種
　をご判断いただきますようお願いします。

接種期間 令和 6年 10月 1日 ( 火 ) ～令和 7年 3月 31日 ( 月 ) の期間内に１回

接種方法
①下記の契約医療機関へ予約をしてから接種してください。
②接種の際に事前に郵送されている予診票に記入し、契約医療機関へ提出してください。
③接種後契約医療機関へ下記接種金額をお支払いください。

接種金額 3,000 円　　
※生活保護受給者及び村民税非課税世帯の方については無料です。

契約医療機関

・蓬田診療所　☎ 0174-27-2011 または☎ 0174-31-0175
   予約受付時間 　午前 8時～午前 11時 / 午後 1時～午後 3時 30分　
・外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院　☎ 0174-22-3450
・田澤内科　☎ 0174-22-2045　・まちだ内科クリニック　☎ 017-788-6688
・福士胃腸科循環器科医院　☎ 017-776-4558

契約医療機関以外
で接種される場合

・償還払いでの手続き ( 申請 ) が必要になります。
・一度医療機関窓口で接種費用 ( 約 15,300 円 ) を全額お支払いいただいた後、役場で申請
　の手続きを行ってください。
【必要書類】
①新型コロナウイルスワクチン定期接種費用助成金交付申請書兼請求書　　
※蓬田村役場健康福祉課にあります
②定期接種に要した費用が確認できる書類（領収書等）
③申請者名義の通帳の写し
④印鑑（認印可）
※令和 7年 3月 31日までに接種及び役場へ請求してください。

　蓬田村では、予防接種法に基づき下記のとおり新型コロナウイルスワクチン定期接種を実施しますので、期
間内に接種してくださるようお願いします。
　ただし、当該予防接種を令和 6年 4月 1日 ( 月 ) ～令和 6年 9月 30 日 ( 月 ) の間に一度でも受けたことの
ある方は制度の対象外となりますのでご注意ください。
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インフルエンザ予防接種の助成について

▼問い合わせ　役場　健康福祉課　☎ 27-2113（内線 402・403）

高齢者 子ども

対象者

・満 65 歳以上の方
　（昭和 34 年 4月 1日以前生まれ）
・満 60 歳以上 65 歳未満で、心臓・腎臓等に障
　がいがあり身体障害者手帳をお持ちの方

・生後６ヶ月から 13 歳未満の方
・13 歳から高校３年生に相当する年齢までの方　
　（平成 18 年４月２日以降生まれ）

契約医療
機関

・蓬田診療所　　　　　　・田澤内科　　・外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院　
・まちだ内科クリニック　・福士胃腸科循環器科医院　・すとう小児科クリニック（子どものみ）  　

接種費用 無料（助成期間中に１回）
無料
（助成期間中に①の方は２回、②の方は１回）

接種期間 令和６年 11 月 1日（金）から令和７年１月 31 日（金）まで

接種方法

１．契約医療機関へ必ず予約してください。（※蓬田診療所は予約不要）
２．医療機関で予診票を記入してから接種します。
３．契約医療機関で接種した場合、接種費用の支払いは必要ありません。
※契約医療機関以外で予防接種を受けた場合及び 10 月に予防接種を受けた場合の接種費用助成には
　申請が必要となりますので、健康福祉課までご連絡ください。

その他
※蓬田診療所では、住民の方がインフルエンザ
　ワクチンを接種できるよう準備しています。
　対象者は期限内に接種を受けましょう。

※医療機関によって接種可能年齢が異なりますの
　で、各医療機関にお問い合わせください。

お知らせ　その１

後期高齢者医療被保険者の皆さまへ

■新たに後期高齢者医療制度に加入した方の保険料
　の納め方について
　保険料は年金からの天引きが原則ですが、新たに
制度に加入した方は、年金からの天引きまで時間が
かかるため、加入当初は納付書で納めていただきま
す。口座振替を希望される場合は手続きが必要です。
これまで国民健康保険税（料）を口座振替で納めて
いた方も、改めて手続きが必要です。

■保険料は納期限内に納めましょう
　保険料の納付にお困りの方は市町村窓口へご相談
ください。災害で住宅に損害を受けたり、世帯主の
収入が減少した場合など、保険料の減免等が認めら
れることがあります。保険料を滞納すると通常より
期限が短い保険証が交付されることがあります。

　▼問い合わせ　役場　住民課　☎ 27-2112（内線 304）
青森県後期高齢者医療広域連合　☎ 017-721-3821

■現行の被保険者証の新規発行終了について
　現行の被保険者証はマイナンバーカードでの保険
証利用を基本とする仕組みに移行し、令和６年 12
月２日から現行の被保険者証は新規発行されなくな
ります。
　※令和６年 12月１日までに発行された被保険者
証は最長で令和７年７月 31日まで有効です。
　令和６年 12 月２日以降、連携されたマイナ保険
証や有効な被保険者証をお持ちでない方には、申請
いただくことなく資格確認書が交付されますので、

引き続き医療を受けることができます。詳細につい
ては、蓬田村役場住民課または青森県後期高齢者医
療広域連合までお問い合わせください。また、マイ
ナ保険証利用に関する問い合わせについては、マイ
ナンバー総合フリーダイヤル（☎ 0120-95-0178 受
付時間平日午前９時 30 分～午後８時、土日祝午前
９時 30 分～午後５時 30 分）までお問い合わせく
ださい。
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歳出歳入

　蓬田村の令和５年度の決算が、村議会第３回定例会で承認されましたので、主な内容をお知らせします。

令和５年度決算報告　蓬田村の財政状況

一般会計

会　計　名 歳　　入 歳　　出

学校給食センター 3,052 万円 2,996 万円

国民健康保険 ４億 840 万円 ４億 691 万円

簡易水道事業 9,912 万円 9,528 万円

介護保険 4億 6,269 万円 4億 5,897 万円

後期高齢者医療 9,483 万円 9,464 万円

特別会計
令和６年３月 31日現在の人口 2,473 人で計算

村民１人当たりに使われたお金 1,129,039 円

総務費　　　　363,073 円 公債費　　  86,171 円

民生費　　　　243,727 円 土木費　 　 50,903 円

衛生費　　　　  88,652 円
消防・災害復旧費
　　　　　  60,999 円

教育費　　　    101,990 円 議会費　　  21,690 円

農林水産費　    102,091 円 商工費　  　  9,743 円

村民１人あたりの歳出（一般会計）
特定の事業を行うために一般会計と区別して行う会計

歳入
28 億 5,368 万円  －

歳出
27 億 9,211 万円  ＝

差引額
6,157 万円
※次年度予算等として
　使用しています。

（対前年度 10%増）　　　  　　　（対前年度 13％増）

　新庁舎等建設事業やトレーニングセンター外壁改修事業等、普通建設事業費増額の影響で歳出が前年より大幅
に増加したことに伴い、歳入も繰入金を増額させ調整しています。
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◆いきいきなどわどサロン
◆子育てサークル
◆献血 9:30 ～ 11:45

日 月 火 水 木 金 土

１ ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

10

17

24

11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 23

25 26 27

燃えるごみ（40cm未満） 缶・ペットボトル・ビン北
燃えるごみ（40cm未満）

北
南

燃えるごみ（60cm未満）
缶・ペットボトル・ビン

北
南 燃えるごみ（40cm未満）南

燃えるごみ（40cm未満） 燃えないごみ北
燃えるごみ（40cm未満）

北
南

燃えるごみ（40cm未満）
燃えないごみ

北
南 燃えるごみ（60cm未満）南

缶・ペットボトル・ビン
燃えるごみ（40cm未満）

北
南

燃えるごみ（40cm未満）北

北 南 古紙類

北 南 特殊なごみ
（電球・蛍光灯・乾電池など）

11
2024

月

６ ５

総合カレンダー

○ごみ収集日
　　　･･･ 蓬田・宮本・郷沢・瀬辺地・広瀬・高根
　　　･･･ 中沢・長科・阿弥陀川・ぐっと町会

※ごみは収集日当日の朝 6:30 までに出してください。
※粗大ごみは収集場所に出さないでください。
▶問い合わせ　健康福祉課　☎ 27-2113（内線 402）

　　　･･･ 蓬田・宮本・郷沢・瀬辺地・広瀬・高根北
　　　･･南

○行事開催場所

◆玉松友の会

◆玉松友の会

◆玉松友の会　

◆子育て相談 10:00~12:00
◆いきいきなどわどサロン
◆子育てサークル

※予定は変更されることが
　ありますので、確認をお
　願いします。

○いきいきなどわどサロン
　（毎週木曜日　9:00~14:00）
　65 歳以上のシニア世代を中心にどなたで
も利用できます。各自で会場へお越しくだ
さい。詳細はお問い合わせください。
▶問い合わせ　
　住民課　☎ 27-2112（内線 302）

28 29
◆いきいきなどわどサロン
◆子育てサークル
◆こころのサロン

ふ

　　　･･･ ふるさと総合センター
　　　･･･ 蓬田村役場
　　　･･･ トレーニングセンター
　　　･･･ 蓬田診療所
　　　･･･ よもぎ温泉
　　　･･･ 蓬生園

　　　･･･ ふるさと総合センター　　　･･･ ふるさと総合センターふ
　　　･･･ 蓬田村役場　　　･･･ 蓬田村役場役
　　　･･･ トレーニングセンター　　　･･･ トレーニングセンタート
　　　･･･ 蓬田診療所　　　･･･ 蓬田診療所診
　　　･･･ よもぎ温泉　　　･･･ よもぎ温泉よ
　　　･･･ 蓬生園　　　･･･ 蓬生園蓬

◆玉松友の会

ふ

30

ふ

燃えるごみ（40cm未満）北

※ 12 月２日（月）
◆村・県民税４期分納期限
◆国保税５期分納期限

燃えるごみ（40cm未満）南

燃えるごみ（40cm未満）北

○勤労感謝の日

○文化の日 ○振替休日

燃えるごみ（40cm未満）南

ふ

ふ

ふ

燃えないごみ
燃えるごみ（40cm未満）

北
南

戸 籍 の 窓 口

区分 人口 前月比
総人口 2,445 　－  ３
男 1,183 　±  ０
女 1,262 　－  ３

世帯数 1,118 　±  ０

　　　　　【 ９月受付分】（敬称略）　　　

　　■お誕生おめでとうございます

　　 木村　燦
サン

　　（  　　    （蓬　　田）
                  　　   女の子                 

 　   ■ご冥福をお祈りします

　　 高木　由夫　　70歳   （阿弥陀川）

　　■蓬田村の人口（9月 30 日現在）

英司
小夏

○ノラの英会話教室
　　　Let's enjoy English ♪

ふ

燃えるごみ（40cm未満）
燃えないごみ

北
南

ふ

ふ

燃えるごみ（40cm未満）南

缶・ペットボトル・ビン南

○玉松友の会（毎週火曜日）
※第３火曜日は理学療法士が来ます。
　障がい者手帳がある方や病気や治療による
後遺症があり、リハビリや体力づくりの機会
が欲しい方等が対象となります。
▶問い合わせ　
　健康福祉課　☎ 27-2113（内線 404）

次回は 11月 20 日（水）
　　時間：午後６時～
　　場所：ふるさと
　　　　　　総合センター
　　　　　☎ 31‐3111

◆英会話教室  18:00~ ふ

ふ

ふ

ふ

◆就学時健康診断 ふ

役
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こ
ど
も
家
庭
庁
で
は
、「
児
童
虐

待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」
が

施
行
さ
れ
た
、
毎
年
11
月
を
【
オ

レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
・
児
童
虐
待
防
止

推
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
】
と
位
置
づ

け
て
お
り
、
児
童
虐
待
防
止
の
た

め
に
各
都
道
府
県
や
市
町
村
等
が

広
報
・
啓
発
活
動
等
を
集
中
的
に

行
っ
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
や
保
護
者
に
こ
ん
な
サ

イ
ン
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た

か
？

【
子
ど
も
の
サ
イ
ン
】

・
い
つ
も
子
ど
も
の
泣
き
叫
ぶ
声
や

　

保
護
者
の
怒
鳴
り
声
が
す
る

・
不
自
然
な
傷
や
打
撲
の
あ
と
が
あ

　

る
・
衣
類
や
か
ら
だ
が
い
つ
も
汚
れ
て

　

い
る
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今
月
の
テ
ー
マ

こんにちは！保健師です

11 月はオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン

　
「
親
子
の
た
め
の
相
談
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」

は
、
子
育
て
や
親
子
関
係
に
つ
い
て

悩
ん
だ
と
き
に
、
子
ど
も
（
18
歳
未

満
）
と
そ
の
保
護
者
の
方
な
ど
が
相

談
で
き
る
窓
口
で
、
子
育
て
や
親
子

関
係
の
不
安
や
悩
み
イ
ラ
イ
ラ
に
、

い
っ
し
ょ
に
向
き
合
い
ま
す
。
匿
名

（
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
上
の
ア
イ
コ
ン
と
ニ
ッ

ク
ネ
ー
ム
）
で
も
相
談
が
で
き
、
相

談
内
容
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

※
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】
親
子
の
た
め

の
相
談
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
つ
い
て
の
詳
細

は
左
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

　

９
月
27
日
に
、
健
康
運
動
指
導
士
・

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
小

泉
洋
先
生
が
、【
身
近
に
で
き
る
運
動

〜
姿
勢
改
善
・
野
外
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン

　
　
　
　
　
運
動
と
は

児
童
虐
待
か
も
と

　
　
　
　
　
思
っ
た
ら

こんにちは！保健師です

・
表
情
が
乏
し
い
、
活
気
が
な
い

・
夜
遅
く
ま
で
一
人
で
遊
ん
で
い
る

【
保
護
者
の
サ
イ
ン
】

・
地
域
な
ど
と
交
流
が
少
な
く
孤
立

　

し
て
い
る

・
小
さ
い
こ
ど
も
を
家
に
お
い
た
ま

　

ま
外
出
し
て
い
る

・
子
ど
も
の
養
育
に
関
し
て
拒
否
的
、

　

無
関
心
で
あ
る

・
子
ど
も
の
け
が
に
つ
い
て
不
自
然

　

な
説
明
を
す
る

【
当
て
は
ま
っ
た
ら
…
】

　

迷
わ
ず
児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ

イ
ア
ル
「
１
８
９
」
に
お
電
話
く
だ

さ
い
。
住
ま
い
の
地
域
の
児
童
相
談

所
に
つ
な
が
り
ま
す
。
連
絡
は
匿
名

で
行
う
こ
と
も
可
能
で
、
連
絡
者
や

連
絡
内
容
に
関
す
る
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。

親
子
関
係
で

　
　
　
　
お
悩
み
の
方

〜
】
を
テ
ー
マ
に
運
動
指
導
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
タ
オ
ル
を
使

用
し
た
姿
勢
改
善
を
習
い
、
体
を
温

め
て
か
ら
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
行
い

ま
し
た
。
秋
晴
れ
の
涼
し
い
風
が
吹

く
中
の
野
外
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
は
、
と

て
も
好
評
で
し
た
。「
体
が
柔
ら
か
く

な
っ
た
」「
ま
た
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
し

た
い
」
と
い
う
声
も
聞
か
れ
て
い
ま

し
た
。
今
後
も
、
運
動
教
室
・
栄
養

教
室
を
開
催
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご

自
身
や
家
族
の
生
活
習
慣
病
予
防
の

た
め
に
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

　

役
場　

健
康
福
祉
課

　

☎
２
７
‐
２
１
１
３
内
線
４
０
４

〜
お
し
ら
せ
〜

生
活
習
慣
病
予
防
教
室

け
ん
こ
う
運
動
教
室

　

毎
年
、
世
界
糖
尿
病
デ
ー
で
あ

る
11
月
14
日
を
含
む
１
週
間
は
「
全

国
糖
尿
病
週
間
」で
す
。
週
間
中
は
、

全
国
的
に
糖
尿
病
に
関
す
る
様
々

な
啓
発
活
動
を
集
中
的
に
実
施
し

て
い
ま
す
。

　

糖
尿
病
は
、
す
い
臓
か
ら
出
る

ホ
ル
モ
ン(

イ
ン
ス
リ
ン)

が
十
分

に
働
か
な
い
た
め
に
、
血
液
中
の

ブ
ド
ウ
糖
（
血
糖
）
が
増
え
て
し

ま
う
病
気
で
す
。

　

糖
尿
病
の
症
状
は
、
血
糖
値
が

か
な
り
高
く
な
い
と
で
ま
せ
ん
が
、

①
の
ど
が
渇
く
、
水
を
よ
く
飲
む 

②
尿
の
回
数
が
増
え
る 

③
体
重
が
減
る

④
疲
れ
や
す
く
な
る

⑤
意
識
障
害

と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

11 月 11 日～ 17 日は全国糖尿病週間です

　

蓬
田
村
で
は
令
和
５
年
度
に
特
定

健
診
を
う
け
た
男
女
の
約
４
割
が
肥

満
判
定
、
約
７
割
に
運
動
習
慣
が
な

い
、
と
の
結
果
が
出
て
い
ま
す
。

　

生
活
習
慣
の
改
善
に
よ
り
糖
尿
病

の
発
症
の
リ
ス
ク
を
減
ら
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
歯
周
病
は
糖
尿

病
を
悪
化
さ
せ
・
糖
尿
病
は
歯
周
病

を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
も
言
わ
れ
て
き

て
い
ま
す
の
で
、
お
口
の
健
康
に
も

気
を
つ
け
ま
し
ょ
う

・
食
事
は
腹
八
分
目
を
心
が
け
る

・
野
菜
を
積
極
的
に
食
べ
る
（
目
標

　

１
日
３
５
０
ｇ
以
上
）

・
ス
ト
レ
ス
と
上
手
に
つ
き
あ
う

・
運
動
を
し
た
り
、
普
段
の
生
活
で

　

よ
く
動
く
よ
う
に
す
る

・
肥
満
を
解
消
す
る

全
国
糖
尿
病
週
間
と
は

糖
尿
病
と
は

　

糖
尿
病
を
治
療
せ
ず
高
い
血
糖
値

が
放
置
さ
れ
る
と
、
血
管
が
傷
つ
い

た
り
、
詰
ま
っ
た
り
と
、
動
脈
硬
化

を
進
め
る
原
因
に
も
な
り
ま
す
。
動

脈
硬
化
が
進
む
こ
と
で
脳
卒
中
や
心

臓
病
と
い
っ
た
直
接
死
に
関
係
す
る

病
気
を
引
き
起
こ
し
た
り
、
糖
尿
病

３
大
合
併
症
に
よ
り
生
活
の
質
（
Ｑ

Ｏ
Ｌ
）
の
低
下
を
さ
せ
る
こ
と
に
も

繋
が
り
か
ね
な
い
の
で
す
。

①
糖
尿
病
性
神
経
障
害
（
手
足
の
し

　

び
れ
）

　

重
症
化
す
る
と
足
の
切
断
に
繋
が

　

る
可
能
性

　
　②

糖
尿
病
性
網
膜
症　
　
　
　
　
　

　

視
力
低
下
や
失
明
に
繋
が
る
可
能

　

性

　
　③

糖
尿
病
性
腎
症　
　
　
　
　
　
　

　

血
液
透
析
療
法
が
必
要
に
な
る
可

　

能
性

生
活
習
慣
の

　
見
直
し
が
大
切
で
す

・
歯
周
病
を
治
療
・
予
防
し
て
お
口

　

の
健
康
を
保
つ

・
禁
煙
を
す
る　

　

令
和
４
〜
６
年
度
の
蓬
田
村
の
特

定
健
診
で
は
、
５
割
〜
７
割
の
方
が

糖
尿
病
に
関
す
る
項
目
が
要
指
導
・

要
医
療
・
治
療
継
続
で
し
た
。
こ
の

機
会
に
生
活
習
慣
の
見
直
し
や
健
診

を
ま
だ
受
け
て
い
な
い
方
は
健
康
状

態
把
握
の
た
め
健
診
受
診
を
し
て
み

ま
せ
ん
か
？

※
蓬
田
村
特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者

健
診
（
個
別
健
診
）
令
和
７
年
２
月

28
日
ま
で 

▼
問
い
合
わ
せ

　

役
場　

住
民
課

　

☎
２
７
‐
２
１
１
２
内
線
３
０
２

○
糖
尿
病
３
大
合
併
症

普
段
の
生
活
習
慣
で

　
　
　
心
が
け
た
い
こ
と

健
康
状
態
把
握
の
た
め
に

　
健
診
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
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お知らせ　その２Information

最
低
賃
金
改
定
に
関
す
る
詳
細

等
に
つ
い
て
は
、
左
記
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
　
青
森
労
働
局

労
働
基
準
部
賃
金
室

☎
０
１
７
‐
７
３
４
‐
４
１
１
４

　

青
森
地
方
法
務
局
及
び
青
森

県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で

は
、
左
記
の
期
間
中
、
平
日
の

電
話
相
談
時
間
を
延
長
し
、土
・

日
曜
日
も
電
話
相
談
を
行
い
ま

す
。
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守
で

す
。
一
人
で
悩
ま
ず
、
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

■
期
間
　
令
和
６
年
11
月
13
日

（
水
）
〜
19
日
（
火
）
ま
で

■
受
付
時
間
　
平
日
：
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
７
時
ま
で

土
日
：
午
前
10
時
〜
午
後
５
時

ま
で

▼
問
い
合
わ
せ
　
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
８
１
０

　

11
月
中
旬
頃
に
、
令
和
７
年

裁
判
員
候
補
者
名
簿
に
登
録
さ

れ
た
方
に
対
し
て
通
知
を
お
送

り
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
来
年
２

月
頃
か
ら
の
約
１
年
間
、
裁
判

員
に
選
ば
れ
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
す
る
も

の
で
す
。
な
お
、
こ
の
段
階
で

は
、
ま
だ
裁
判
員
に
選
ば
れ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

す
ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た

だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
　
青
森
地
方
裁

判
所
総
務
課
庶
務
係

☎
０
１
７
‐
７
２
２
‐
５
４
２
１

　

青
森
県
最
低
賃
金
が
改
定
さ

れ
ま
す
。
金
額
等
は
次
の
と
お

り
で
す
。

○
時
間
額　

９
５
３
円

　

※
令
和
６
年
10
月
５
日
か
ら

青
森
県
最
低
賃
金
は
、
青
森
県

内
で
働
く
全
て
の
労
働
者
に
適

用
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
製
造
業

と
小
売
業
の
一
部
に
は
、
特
定

（
産
業
別
）
最
低
賃
金
が
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

個
人
住
民
税
の

　
特
別
徴
収
の
推
進

 

お
知
ら
せ

　

所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
が

あ
る
事
業
主
の
方
は
、
地
方
税

法
の
規
定
に
よ
り
、「
個
人
住

民
税
の
特
別
徴
収
」
を
行
う
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

○
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
制

度
と
は

　

事
業
主
（
給
与
支
払
者
）
が

所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
じ
よ

う
に
、従
業
員
（
納
税
義
務
者
）

に
代
わ
り
、
毎
月
従
業
員
に
支

払
う
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を

引
き
去
り
（
給
与
天
引
き
し
）、

納
入
し
て
い
た
だ
く
制
度
で

す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

東
青
地
域
県

民
局
県
税
部　

納
税
管
理
課　

☎
０
１
７
‐
７
３
４
‐
９
９
７
５

青
森
県
最
低
賃
金

　
改
定
の
お
知
ら
せ

　

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル

ス
は
、
渡
り
鳥
に
よ
っ
て
海
外

か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
野
鳥
の
渡
り
が

始
ま
る
秋
か
ら
北
へ
帰
る
春
に

か
け
て
は
、
本
病
発
生
の
警
戒

が
必
要
と
な
る
時
期
で
す
の
で

次
の
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

○
家
き
ん
を
飼
っ
て
い
る
場
合

①
渡
り
鳥
や
野
鳥
、
ね
ず
み
等

の
野
生
動
物
と
の
接
触
を
さ
け

る
た
め
、
野
外
で
の
放
し
飼
い

を
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
飼
育
小
屋
は
防
鳥

ネ
ッ
ト
（
２
ｃ
ｍ
角
以
下
）
で

囲
い
ま
し
ょ
う
。
定
期
的
に
防

鳥
ネ
ッ
ト
の
点
検
を
行
い
、
破

損
箇
所
は
た
だ
ち
に
修
繕
し
ま

し
ょ
う
。

②
飼
育
小
屋
を
定
期
的
に
消
毒

し
、
清
潔
な
状
態
で
飼
育
し
ま

し
ょ
う
。

③
世
話
を
す
る
と
き
に
は
専
用

の
履
物
、
衣
服
を
身
に
付
け
、

終
了
後
は
履
物
、
衣
類
、
手
指

の
消
毒
を
し
ま
し
ょ
う
。
車
両

は
農
場
の
出
入
り
口
で
入
念
に

消
毒
し
ま
し
ょ
う
。

④
家
き
ん
に
異
状
が
み
ら
れ
た

場
合
は
、
す
ぐ
に
つ
が
る
広
域

　児童手当制度が変わります

■申請手続きが必要な方
　次の①～④のいずれかの条件に該当する方
①高校生年代以上の児童のみを養育している
②所得制限により児童手当（特例給付）を受給して
　いない
③経済的負担がある大学生年代の子を養育してお　
　り、高校生年代までの児童と合わせて３人以上養
　育している
④児童手当（特例給付）を受給している人で、認定
　されていない高校生年代の児童がいる

■申請方法
　役場健康福祉課窓口へ申請、または郵送による申
請（公務員の方は勤務先へ申請となります）。
※対象者には、通知を送付していますので、手続き
　をお願いします。
■申請期限
　令和６年 11月８日（金）
※期限までに申請がない場合、支給が遅れ、受給で
きない期間が発生することがあります。ご注意くだ
さい。（最終申請期限：令和７年３月末日）

　※１　高校生年代・・・平成 18年４月２日～平成 21年４月１日生まれ（18歳に到達した年度末まで）
　※２　大学生年代・・・平成 14年４月２日～平成 18年４月１日生まれ（22歳に到達した年度末まで）

　▶申請・問い合わせ　
　　役場　健康福祉課　児童手当担当　☎ 27-2113（内線 403）

改正前 改正後

支給額

３歳未満 15,000 円 15,000 円

第３子以降
30,000 円

３歳～小学生 10,000 円 第３子以降
15,000 円 10,000 円

中学生 10,000 円 10,000 円
高校生年代 なし 10,000 円

所得制限 あり なし
（特例給付は廃止）

第３子加算（多子加算）の数え方 ０歳～高校生年代
（※１を子の人数として数える）

０歳～経済的負担がある大学生年代
（※２を子の人数として数える）

支給回数 年３回（６月、10 月、２月） 年６回（偶数月）
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母子・父子・寡婦福祉資金の貸付予約の申込受付
　青森県では、母子父子寡婦家庭のお子さんの修学・
修業などの際に必要な資金の貸付予約申込みを受付
しています。
　貸付の限度額や償還方法、償還期間などの詳細に
ついては、東地方福祉事務所までお問い合わせくだ
さい。
■予約申込期間
　令和６年10月１日（火）～令和７年３月31日（月）
　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

■対象者　
　来春、お子さんが小・中学校、高等学校、高等専
門学校、短期大学、大学、大学院及び各種学校へ進
学する母子・父子・寡婦家庭の方（小・中学校の就
学支度資金は所得税非課税の場合のみ）

▼申請・問い合わせ　
　東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室
　（東地方福祉事務所）　
　☎ 017-734-9950

令和６年 10月分（12月支給分）から
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